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地方独自の子育て政策における市町村間競争と効果†  
 

冨田 絢子‡ 

 

 

要約 

 

 地方独自の子育て政策の決定要因と効果について検証するため、児童福祉費の単独事業

費に着目して分析を行う。児童福祉費の単独事業費に着目した実証分析は本稿が初めてで

ある。 

 分析結果より、児童福祉費単独の水準の決定要因において、地域の実情や財政力だけで

なく、近隣市町村の政策水準を参照する市町村間競争の存在が示される。また、こうして

決定された児童福祉費単独の水準は、財政力が大きい市町村・都市部・東京圏では、出生

率への正の影響は見らない一方で、財政力が小さい市町村・非都市部では、出生率への正

の影響が見られるという結果となった。更に、東京圏では、児童福祉費単独の水準は、子

どもの移動（居住地選択）への正の影響が見られる。 

 このことは、地方の二極化が起きており、必ずしも市町村間競争は出生率上昇に結びつ

いていないことを示唆する。地域によって子育て政策の効果が異なる要因の検証が、今後

の少子化対策の鍵となろう。 

 

キーワード： 子育て政策、市町村間競争、出生率、居住地選択、GS2SLS 

JEL 区分: H75, H77, J13, R23  
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1 はじめに 

 2016 年、日本の出生数は統計を取り始めた 1899 年以来初めて 100 万人を割り込んだ。そ

の後も減少傾向は続き、2019 年の出生数は過去最小の 86 万 5,234 人1となった。 

 少子化対策の必要性が叫ばれて久しく、その主たる対策は市町村2が担ってきた。各市町

村は、国が定めた支援策の実施主体となるだけでなく、国の基準への上乗せや独自事業の展

開等、様々な子育て政策を実施している3。 

 一方で、地方独自の子育て政策の実態は必ずしも明らかになっていない。内閣府「地方自

治体における独自子育て支援施策の実施状況の調査 (2005)」や総務省「社会保障関係の地

方単独事業に関する調査 (2010)」といった単年度調査が行われてきたものの、継続的に地

方独自の取組の詳細が把握できるものは存在しない。そこで、本稿では子育て支援にかかる

費用の大半が計上されている「児童福祉費」のうち市町村独自の経費で任意に実施される

「単独事業費」に着目して分析を行うこととする。これまで、児童福祉費の単独事業費（以

下、児童福祉費単独）に着目した実証分析は、筆者の知る限り存在しない。 

 本稿の主たる目的は大きく 3 つある。1 つ目は、児童福祉費単独の現状の把握である。推

移や、内訳の整理、地域差の評価を行う。2 つ目は、児童福祉費単独の地域差の決定要因の

分析である。地域の実情や財政力だけでなく、近隣市町村の政策水準を参照する市町村間競

争の有無の確認を行う。分析においては、別所・宮本 (2012)らに倣い、「一般化空間的二段

階最小二乗法(GS2SLS)」を用いた分析を行う。3 つ目は、児童福祉費単独が出生率や子ども

の移動（居住地選択）に与える効果の検証である。中澤他 (2015)のモデルを参考に、固定効

果パネルデータ分析や Arellano-Bond 推定（GMM 推定）によるダイナミックパネル分析を

行う。 

 本稿の貢献は大きく 3 つある。1 つ目は、児童福祉費単独に着目して初めて実証分析を行

ったことである。2 つ目は、地域間格差、市町村間競争、少子化対策等これまで個別に研究

されてきた分野について複合的な分析を試みた点である。3 つ目は、これまで市町村は一体

として分析されることが多かったが、財政力の大小や人口集中地区の有無（都市部と非都市

部）、東京圏（埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県）の限定等、複数の指標でサンプルを分

け、市町村グループによる差異を浮き彫りにした点である。 

 その結果、我が国の市町村には二極化傾向があり、以下の特徴があることが明らかとなっ

た。まず、児童福祉費単独の水準には、市町村間競争が見られる。また、こうして決定され

た地方独自の子育て政策にかける費用の多寡（大小）が地域に与える効果は異なり、財政力

が大きい市町村・都市部・東京圏では、出生率上昇に正の影響は見られないのに対して、財

政力が小さい市町村・非都市部では、出生率上昇に正の影響が見られる。更に、東京圏では

                                                  
1 2019 年厚生労働省「人口動態統計月報年計（概数）」。 
2 特別区を含む。 
3 従来、児童福祉法第 24 条に基づき市町村が保育の実施主体となってきたが、2012 年に制定された子ど

も・子育て関連 3 法に基づく子ども・子育て支援新制度で、市町村の実施主体としての役割が明確化され

た。 
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独自の子育て政策が、子どもの移動を誘発することが示された。これらの差の原因究明が、

今後の少子化対策の鍵となる。 

 本稿の構成は以下の通りである。第 2 節では、児童福祉費の現状の分析と先行研究を概観

する。第 3 節では、分析方法とデータについて整理する。第 4 節では、得られた推定結果を

示す。第 5 節では、頑健性の確認を行う。第 6 節では、まとめと今後の課題を提示する。 

 

2 背景と先行研究 

2.1 児童福祉費の概要 

 市町村の子育て支援にかかる費用の大半は、児童福祉費として計上されており、我が国の

少子化対策の根幹を担っている。そのうち、国からの負担金・補助金を受けて実施する補助

事業（以下、児童福祉費補助）と、国からの補助を受けずに独自の経費で任意に実施する単

独事業4（児童福祉費単独）が存在する。近年、出生数が減少しているにもかかわらず、児

童福祉費は増加傾向にある。 

 

図 1 児童福祉費の推移 

 

(注) 総務省「地方財政状況調査（市町村分）」の単純合計。 

 

 国による補助事業は、全国どこでも同様のサービスが受けられることが想定されるため、

意図された地域差がないと考えられる。一方で単独事業は、各市町村の判断で国の事業への

上乗せや独自事業を実施しているため、地域差が存在すると予想される。その場合、単独事

業の地域差に着目することで、市町村が独自に行ってきた様々な政策の評価が可能である。 

 しかしながら、単独事業に関する情報公開は、これまで歳出分類ごとの総額の公表に留ま

                                                  
4 総務省「地方単独事業（ソフト）の「見える化」に関する検討会 (2018)」の報告書によれば、『単独事業

は、地方公共団体が、法律の規定に基づいて実施する義務を負うもの（予防接種等)から任意に実施するも

の（地域活性化事業等)まで幅広く、また、地方公共団体が経費の全額を負担して行う事業のみならず、国

の補助事業に上乗せして実施するもの(継ぎ足し単独事業)や、国の補助基準が実態に合わないものを補完

するもの（超過負担)を含む。』 
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り、限定的である。こうした中、総務省は 2018 年に「地方単独事業（ソフト）の「見える

化」に関する検討会」を開催し、単独事業の内訳の公表を進めることとなった。試験的に行

われた 2017 年度決算調査の集計結果をもとに、児童福祉費の市区町村分の総額上位 20 事

業をまとめると下表の通りとなる。 

 

表 1 児童福祉費単独事業（ソフト）5の内訳 

 
 (出所) 総務省「地方単独事業（ソフト）の「見える化」に関する検討会 (2018)」公表資料より、抜粋・
改変。 

 

 総額としては、保育所関連や乳幼児医療費助成が大きいものの、他にも様々なサービスを

行っていることが分かる。単年度の試験的な集計であることを踏まえ、本稿の分析では用い

なかったが、単独事業の理解の一助とはなり得る。早ければ 2021 年度に行う 2020 年度決

算調査から本格的な調査が始まるとされており、今後はこうしたデータの活用が期待され

る。 

 

2.2 児童福祉費単独の地域差 

 的場（2008）は、住民 1 人当たり児童福祉費に地域差が存在するとしている。ただし、児

童福祉費の総額を分析対象としており、児童福祉費単独に絞った同様の分析は存在しない。

総額の地域差には、補助による意図しない地域差が含まれると考えられるため、市町村の裁

量行動を見る上では単独事業に着目する必要がある。そこで、本稿ではまず児童福祉費単独

の水準について地域差が存在するか、複数の指標で標準化した上で地域ブロックごとの平

                                                  
5 児童福祉費単独（ソフト）は、人件費、物件費のうち備品購入費・地方債発行手数料、維持補修費、補助

費等のうち公営企業繰出金、普通建設事業費、災害復旧事業費、失業対策事業費、公債費、積立金、繰出金

のうち公営企業繰出金を含まない。本稿で用いる児童福祉費単独とは、厳密には異なる点に注意。 

(億円)

市区町村 都道府県 合計 純計
私立保育所 4,353 778 5,131 4,541

公立保育所 3,544 21 3,565 3,540

乳幼児医療費助成（義務教育就学前分） 1,807 422 2,229 1,821

乳幼児医療費助成（義務教育就学後分） 1,455 215 1,670 1,491

認可外保育所・家庭的保育事業・小規模保育事業等 656 396 1,052 660

その他の子ども・子育て関係サービス 589 749 1,338 1,009

子ども手当（職員分） 580 668 1,248 1,252
私立認定こども園 574 98 672 575

母子（父子）家庭医療費助成 526 202 728 530

放課後児童健全育成 448 24 472 446

子どもに対する現金給付 427 198 625 443

公立児童厚生施設 394 28 422 423

公立認定こども園 296 2 298 296
知的障害児施設等 225 178 404 380

子育て支援（一時預かり、保育ママ等） 172 413 585 182

保育料等軽減 168 141 308 176

その他の子ども・子育て施設サービス 151 30 181 154

公立子育て支援施設 98 0 98 98

母子家庭等支援 93 96 189 184
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均値を比較する。 

 

図 2 児童福祉費単独の地域差（地域ブロック別） 

 
(出所) 2018 年度総務省「地方財政状況調査（市町村分）」及び「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び
世帯数」、2018 年度内閣府「県民経済計算」。 

 

 児童福祉費単独を住民人口及び 15 歳未満人口で除した場合、最小の九州と最大の関東で

は 2 倍程度の格差が存在する。また、使途の制限がない市町村の財源である一般財源等に占

める児童福祉費単独で見た場合、最小の北海道と最大の関東では 2.8 倍の格差が存在する。

更に、経済活動の指標である県内総生産で除した際も、最小の九州と最大の四国で 1.6 倍の

格差が存在する。地域差の都道府県別の結果は、＜巻末付図 1＞の通りである。関東の中で

は東京、四国の中では高知が突出していることが分かる。 

 これ以降は、児童福祉費単独を主なサービス受容主体である 15 歳未満人口で除した「児

童 1 人当たり児童福祉費単独」を主な分析対象とする。まず、図 2 で示した地域ブロック別

平均値の年度ごとの推移を見てみる。 
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図 3 児童 1 人当たり児童福祉費単独の地域差の推移 

 
(出所) 総務省「地方財政状況調査（市町村分）」及び「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」。 

 

 地域差は一貫して存在しており、2009〜2018 年度の間に、順位の変動は一度も起こって

いない。また、地域ブロック別の平均値を用いて算出した変動係数を見ると、年度によって

増減はあるものの、2009 年の 0.219 から 2018 年の 0.225 に微増している。 

 更に、県内の地域差について見るため、都道府県内の変動係数を比較する。 

 

表 2 児童 1 人当たり児童福祉費単独の県内の変動係数 

 
(出所) 2018 年度総務省「地方財政状況調査（市町村分）」及び「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び
世帯数」。 
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変動係数

順位 県名 平均(千円) 変動係数 順位 県名 平均(千円) 変動係数

1 青森県 168 1.46 26 静岡県 156 0.53

2 長崎県 138 1.01 27 山梨県 279 0.52

3 奈良県 261 1.00 28 山口県 190 0.51

4 北海道 288 0.98 29 和歌山県 272 0.50

5 熊本県 157 0.84 30 鳥取県 382 0.49

6 佐賀県 152 0.81 31 宮城県 226 0.49

7 鹿児島県 128 0.80 32 神奈川県 151 0.47

8 大分県 130 0.75 33 長野県 288 0.46

9 沖縄県 150 0.73 34 栃木県 167 0.46

10 宮崎県 198 0.71 35 東京都 423 0.45

11 広島県 249 0.68 36 愛媛県 279 0.44

12 福岡県 129 0.65 37 茨城県 132 0.43

13 島根県 242 0.65 38 滋賀県 180 0.42

14 秋 田県 234 0.64 39 新潟県 273 0.42

15 岩手県 203 0.61 40 香川県 215 0.40

16 福島県 248 0.61 41 山形県 239 0.39

17 徳島県 290 0.61 42 千葉県 203 0.38

18 岡山県 233 0.59 43 石川県 243 0.37

19 三重県 254 0.59 44 福井県 227 0.34

20 群馬県 180 0.58 45 埼 玉県 167 0.31

21 京都府 254 0.57 46 愛知県 221 0.30

22 兵庫県 187 0.57 47 大阪府 171 0.28

23 高知県 385 0.56

24 富山県 262 0.56

25 岐阜県 202 0.53 合計 227 0.74
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 ＜表 2＞は、変動係数が大きい県から順に並べており、市町村全体の変動係数 0.74 より大

きいのは 7 県に留まることから、県内の地域差は全国と比較して小さいと考えられる。特徴

として、大阪府、愛知県、埼玉県を中心に都市圏の変動係数が小さいことが挙げられる。 

 このような地域差は、どのような要因によるものだろうか。的場 (2008)は、児童福祉費総

額の地域差には、保育所整備や、一般財源の規模、近隣市町村の水準が影響を与えていると

している。 

 また、中澤 (2006)は、老人福祉サービス歳出である老人福祉費単独の決定要因について

分析を行っている。そこでは、介護サービスの利用実態、一般財源の規模、近隣市町村の水

準が影響を与えているとしている。また、財政力指数の大小でサンプル分けした場合、老人

福祉費の決定構造に差異があったと指摘している。 

 他には、地方独自の子育て政策の決定要因を分析したものとして、別所 (2012)がある。決

算統計ではなく、内閣府「地方自治体における独自子育て支援施策の実施状況の調査 (2005)」

のデータをもとに、財政力との関係を分析し、財政力指数が正の影響を与えているとしてい

る。 

 更に、林 (2016)や安藤 (2017)は、財政力が単独事業費の規模に正の影響があると報告し

ている。いずれも、単独事業費を老人福祉費や児童福祉費等に分けて分析しており、やはり

財政力が重要な決定要因であることが示唆される。 

 これらの先行研究から、児童福祉費単独の水準は、地域の実情、財政力、近隣市町村の水

準等が影響を与えるという仮説を立てることができる。ただし、近年は特に近隣市町村の参

照行動である、いわゆる市町村間競争が注目されており、本稿でも特にこの点について着目

することとする。 

 

2.3 市町村間競争の現状 

 社会保障関連の政策における地方政府間の財政競争を分析したものとして、まず田中 

(2009)が挙げられる。先述の、内閣府「地方自治体における独自子育て支援施策の実施状況

の調査 (2005)」を用いて都道府県別クロスセクション分析を行っている。的場 (2008)や中

澤 (2006)においても近隣市町村からの影響を見ているが、田中 (2009)は発展させた形とし

て、双方向の因果関係による内生性の問題等に対処する「一般化空間的二段階最小二乗法

(GS2SLS)」を分析手法に採用している。 

 その後、児童福祉費の内訳に含まれる妊婦健診 (別所・宮本, 2012; 足立・齊藤, 2016b)、

乳幼児医療費助成 (足立・齊藤, 2016a)や保育所の量的拡充（足立・上村, 2016）について、

GS2SLS を用いた市町村別の分析が行われており、いずれも参照先の市町村の設定6に差異

                                                  
6 別所・宮本 (2012)では、同一県内の近隣 50km の市町村の行動を参照した市町村間競争が見られると報

告している。足立・齊藤 (2016b)では、近隣市町村（距離制限なし）、同一県内市町村、同一類似団体に属

する市町村の順に大きな正の影響を受けているとしている。足立・齊藤 (2016a)では、近隣市町村（距離制

限なし）、同一類似団体に属する市町村のいずれからも正の影響を受けているとしている。足立・上村 (2016)
では、私立保育園の量的拡充のみ近隣市町村（距離制限なし）から正の影響を受けているとしている。 
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はあるものの、市町村間競争が見られるという結論を得ている。 

 一方で、田中 (2013)のサーベイが指摘するように、市町村間競争の理論モデルや帰結に

ついて、一意な評価を下すことは困難である。Brueckner (2003)は理論モデルを、公共財の便

益が直接的外部性を引き起こす「スピルオーバーモデル」と地域間の要素（資本や労働力）

の移動を引き起こす「リソース・フローモデル」に大別した上で、結局は同じ推定式7に帰

着するため、どのような競争形態によるものか識別は容易ではないとしている。なお、

Brueckner (2003)は、地方政府がパフォーマンスを比較し合う「ヤードスティック競争」も、

「情報のスピルオーバー」によるものとして、「スピルオーバーモデル」に分類している。

更に、田中 (2013)によれば、政策競争の帰結について、社会的厚生の改善に結びつけば「有

益な政策競争」となり、限られたパイを奪い合うゼロサム・ゲームに陥れば「有害な政策競

争」になるという、両方の可能性がある。 

 そこで、本稿では地域の実情や財政力を制御した上で、市町村データによる分析を行った

別所・宮本 (2012)らのモデルをベースに、GS2SLS を用いた市町村間競争の有無の確認を行

う。ただし、どのような政策競争モデルに当てはまるかの検証については、追加的な実証分

析8が必要となるため、今後の課題として残すこととする。 

 一方で、市町村間競争が見られた場合、その帰結の評価は、今後の少子化対策を考える上

でより重要である。そこで、市町村間競争の結果として見られる児童福祉費単独の水準が地

域にどのような効果を及ぼしているかを分析し、それが「望ましい政策競争」なのか「望ま

しくない政策競争」なのか考察を加えることとする。 

 

2.4 子育て政策の効果に関する先行研究 

 子育て政策の効果として、「出生率」と「子どもの移動（居住地選択）」等が考えられる。

本節では、それぞれの効果検証を行った先行研究を概観する。 

 出生率に関する実証分析は数多く存在するが、ここでは子育て政策が出生率に与える効

果を分析したものに限る。保育所整備が出生率に与える効果を分析したものとして、阿部・

原田 (2008)や宇南山・山本 (2015)がある。阿部・原田 (2008)は、市町村データを用いて、

所得・女性賃金・地価・教育志向の高さ・保育所の未整備は負の影響を与えることを示し、

保育所整備が出生率上昇に有効であるとしている。宇南山・山本 (2015)は、都道府県データ

を用いて、保育所の整備が出生率や女性の労働力を上昇させることを示している。 

 また、児童福祉費のデータを用いて出生率に与える効果を分析したものとして、宮本・荒

渡 (2013)、加藤 (2017)や中澤他 (2015)が存在する。宮本・荒渡 (2013)は、市町村の児童福

祉費を所得補助（扶助費）と非所得補助（扶助費以外）の 2 つに分けたところ、いずれも出

                                                  
7 推定式は、𝑧 ൌ 𝛽 ∑ 𝑤𝑧  𝑋𝜃  𝜀ஷ 。ただし、𝑧は自地域の政策水準、𝑧は参照先地域の政策水準、𝑤
はウェイト、𝑋は地域特性、β及び θはパラメーター、𝜀は誤差項を表す。 
8 Brueckner (2003)や田中 (2013)に具体例が示されている。子育て政策の分野では、足立・齊藤 (2016a)が、

ヤードスティック競争の理論的背景にある選挙の影響を見るため、分析モデルに選挙ダミー・選挙前年ダ

ミーを入れ、正の影響があることを示している。 
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生率に正の影響があるとしている。加藤 (2017)は、市町村の人口密度が出生率に与える影

響を分析する中で、保育所整備や児童福祉費を説明変数に加えており、いずれも出生率と正

の相関関係があるとしている。一方で、中澤他 (2015)は、市町村の子育て政策の指標とし

て、保育所整備や児童福祉費のうち所得補助（扶助費）等を説明変数に入れて分析したとこ

ろ、いずれも出生率に有意な影響はないという結果を得ている。 

 次に、子育て政策が子どもの移動に与える影響を分析したものは少なく、中澤他 (2015)

と Nakajima and Tanaka (2014)が挙げられる。中澤他 (2015)では、前述の出生率の分析と同じ

モデルを使用し、0〜4 歳純社会増加率（人口や死亡者数から推計して得られた純社会増加

数を当該年齢の人口で除した値）及び 5〜9 歳純社会増加率に与える効果を分析している。

その結果、東京圏（埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県）においては保育所整備の状況が子

どもの移動に正の影響があるとしている。Nakajima and Tanaka (2014)は、内閣府「地方自治

体における独自子育て支援施策の実施状況の調査（2005）」と全国消費実態調査から得た家

計のミクロデータを用いた分析を行い、地域の子育て政策は家計の居住地選択行動と出生

行動に影響を与えうるとしている。子育て以外の福祉政策については、筆者の知る限り、介

護サービス水準が後期高齢者の移住に効果があるとした Kawase and Nakazawa (2009)に限ら

れる。 

 地域変数と人口移動の関係は、Tiebout (1956)による「足による投票」仮説の検証を通して

海外では数多く分析されてきた。林 (2006)で紹介されているように、主要な研究の一つが

米国の AFDC(Aid to Family with Dependent Children)の受給条件の州間での差異と受給者の移

動の関係である。受給額の差異が人口移動に有意な効果はないとする研究も存在するもの

の、複数の実証分析で有意な結果が得られている。特に、福祉サービスの充実が移住を誘発

する現象を、ウェルフェア・マグネット（welfare magnet）と呼ぶ。近年では、移民の問題と

絡めて複数の実証分析9が行われている。ウェルフェア・マグネットについて未だ一致した

結論は見られていないものの、日本でも分析を進めていく余地がある分野だと考えられる。 

 本稿では、出生率と子どもの移動の双方の効果検証を行った中澤他 (2015)のモデルを参

考に分析を行うこととする。本稿における相違点として、まず地方独自の子育て政策の効果

を見るため、児童福祉費を単独と補助に分けた値を主たる説明変数とすることが挙げられ

る。また、本稿ではパネルデータを用い、時間不変の地域特性を制御する。更に、子どもの

移動に関するデータについて、2012 年から年齢別の純社会増加数のデータが取得可能であ

るため、本稿では推計を要さないこちらの統計を用いる。 

 

 

2.5 出生率と子どもの移動の現状 

 実証分析に移る前に、本節では出生率と子どもの移動の現状を把握するため、主な分析対

象年度となる 2015 年度の「GFR（出生率）」、「0〜9 歳の純社会増加数」、「子どもの人

                                                  
9 Giulietti and Wahba (2013)のサーベイで数多く紹介されている。 
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口移動率」の上位・下位 10 市町村を示す。あくまで、特定時点における上位・下位であり、

年度による変動があるため一概に言うことはできないが、全体の傾向を俯瞰することはで

きる。 

 

表 3 GFR、0〜9 歳の純社会増加数及び子どもの人口移動率（上位・下位 10 市町村一覧） 
 
(出所) 2015 年度総務省「地方財政状況調査（市町村分）」及び「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び

世帯数」、「住民基本台帳人口移動報告」。 
(注) 本稿の分析の対象とした 1730 市町村の上位・下位を示している。 

 

 3 節で詳述するように、GFR は 15〜44 歳女性人口千人当たりの総出生数、子どもの人口

移動率は 0〜9 歳の純社会増加数を前年度の当該年齢人口で除した値である。 

 GFR の上位 10 市町村は沖縄県南大東村を除いて人口 1000 人未満の村である。特に、半

数を沖縄県が占めており、都道府県別合計特殊出生率が全国 1 位10であることを反映してい

る。一方で、下位 10 市町村では、人口 1000 人未満の 4 村と人口 1000 人規模の 6 町村で構

成される。また、奈良県から 4 村が含まれている。 

 0〜9 歳の純社会増加数の上位 10 市町村では、さいたま市は当時 127 万人、それ以外の市

は人口 100 万人以下の市である。また、全ての市が昼夜間人口比率11100％未満であること

から、都市へ通勤する人の居住地であることが示唆される。対して、下位 10 位は、人口 100

万人以上が 7市あり、昼夜間人口比率は大阪市の 132％を始め 100％を超える市が 5つある。 

 子どもの人口移動率の上位 10 市町村では、人口規模を考慮したため、人口 1000 人未満

の 8 町村が中心となっている。山梨県小菅村では、「小菅村地方総合戦略」や「人口ビジョ

ン」12を掲げ、自然環境を活かした子育て世帯を含む移住者増に取り組んでおり、結果に表

                                                  
10 厚生労働省「人口動態調査 (2015)」によれば、沖縄県は 1.96 で全国 1 位である。 
11 2015 年総務省「国勢調査」による。 
12 山梨県小菅村 HP(http://www.vill.kosuge.yamanashi.jp/administration/general/2016/03/post-19.php)より閲覧可

上位10市町村

沖縄県 北大東村 180.6 埼玉県 さいたま市 1098 山梨県 小菅村 29.5
東京都 利島村 152.2 大阪府 吹田市 810 長野県 北相木村 26.1
和歌山県 北山村 139.5 千葉県 流山市 632 山梨県 丹波山村 25.0
新潟県 粟島浦村 125.0 千葉県 印西市 473 鹿児島県 三島村 20.4
沖縄県 南大東村 120.6 東京都 町田市 426 奈良県 川上村 15.8
沖縄県 渡名喜村 111.1 東京都 八王子市 406 和歌山県 北山村 14.3
沖縄県 粟国村 109.8 神奈川県 藤沢市 393 鹿児島県 十島村 11.1
高知県 大川村 105.3 埼玉県 越谷市 386 東京都 奥多摩町 9.9
沖縄県 渡嘉敷村 97.8 大阪府 豊中市 384 北海道 音威子府村 9.4
鹿児島県 三島村 94.3 福岡県 福津市 377 東京都 青ケ島村 9.1

下位10市町村

奈良県 黒滝村 0.0 大阪府 大阪市 -3754 奈良県 野迫川村 -46.2
奈良県 上北山村 0.0 神奈川県 川崎市 -1732 群馬県 南牧村 -33.3
奈良県 川上村 0.0 愛知県 名古屋市 -999 北海道 占冠村 -16.9
高知県 馬路村 7.9 神奈川県 横浜市 -920 北海道 奥尻町 -12.6
東京都 奥多摩町 12.9 兵庫県 尼崎市 -802 北海道 福島町 -10.3
宮城県 七ケ宿町 13.7 千葉県 市川市 -627 北海道 上砂川町 -10.1
秋田県 上小阿仁村 14.0 東京都 大田区 -604 奈良県 東吉野村 -9.4
高知県 東洋町 16.7 京都府 京都市 -551 長野県 王滝村 -9.1
長野県 平谷村 17.2 福岡県 福岡市 -518 京都府 笠置町 -8.8
奈良県 東吉野村 18.5 宮城県 仙台市 -455 沖縄県 大宜味村 -8.7

GFR(‰) 0〜9歳の純社会増加数(人) 子どもの移動率(％)

GFR(‰) 0〜9歳の純社会増加数(人) 子どもの移動率(％)
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れていると言える。一方で、下位 10 市町村では、人口 1000 人未満の 2 村と人口 1000 人規

模の 8 町村で構成される。また、奈良県から 2 村、北海道から 4 町村が含まれている。 

 

3 分析方法及びデータ 

3.1 地域差の分析 

3.1.1 モデル 

児童福祉費単独の時点での地域差の要因を分析するため、近隣市町村の児童福祉費単独

（参照先政策水準）を主たる説明変数とした単年度クロスセクション分析を行う。Brueckner 

(2003)及び別所・宮本 (2012)を参照し、推定式は下記の通りである。 

𝐽𝑖𝑑𝑜_𝑖𝑛𝑑 ൌ 𝛼  𝛽𝑊𝐽𝑖𝑑𝑜_𝑖𝑛𝑑  𝜆ଵ𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑒  𝜆ଶ𝑊𝑜𝑚𝑒𝑛  𝜆ଷ𝐷𝑜𝑢𝑏𝑙𝑒  𝜆ସ𝐻𝑜𝑢𝑠𝑒  𝜆ହ𝑃𝑜𝑝15/65

 𝜆𝐷𝑒𝑛𝑠𝑒  𝜆𝐼𝑛𝑑  𝜆଼𝐶𝑃𝐼  𝑢  ሺ1ሻ 

W ൌ 
0 ⋯ 𝑤ଵ,

⋮ ⋱ ⋮
𝑤,ଵ ⋯ 0

 

 

表 4 推定式に用いた変数の説明 

変数 変数の説明 

𝐽𝑖𝑑𝑜_𝑖𝑛𝑑 
児童 1 人当たり児童福祉費単独 

（=児童福祉費単独（百万円）／15 歳未満人口（人）） 

𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑒 
住民 1 人当たり一般財源等 

（=一般財源等（百万円）／住民人口（人）） 

𝑊𝑜𝑚𝑒𝑛 女性労働力率（％） 

𝐷𝑜𝑢𝑏𝑙𝑒 共働き世帯比率（％） 

𝐻𝑜𝑢𝑠𝑒 持ち家世帯比率（％） 

𝑃𝑜𝑝15/65 
年少・老年人口比率 

（=15 歳未満人口比率/65 歳以上人口比率） 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑒 人口密度（人/km3） 

𝐼𝑛𝑑 第一次産業就業者比率（％） 

𝐶𝑃𝐼 CPI（消費者物価）地域差指数 

𝑢 誤差項 

 

ウェイト W については、近隣ウェイトを用いる。市町村間の距離が小さいほど影響を受

けるかを見るために、役場間の大円距離 d の逆数からなる空間重み行列を作成する。行和が

1 になるように基準化しており、wi,i=0（同一地域間はゼロ）である。役場間の位置情報は、

国土地理院の緯度・経度情報13を用いる。また、近隣の局所的な影響を見るために、別所・

宮本 (2012)と同様に半径 50km 圏内に限定する。 

                                                  
能(2020 年 6 月 10 日閲覧)。 
13 国土地理院 HP（https://www.gsi.go.jp/KOKUJYOHO/center.htm）より入手可能(2020 年 6 月 10 日閲覧)。 
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近隣 50𝑘𝑚ウェイト：𝑤, ൌ
1 𝑑,⁄

∑ 1 𝑑,⁄
ୀଵ

 if  i ് j,𝑑, ൏ 50 

 別所・宮本 (2012)において、技術的外部性・共通のショック等の要因の識別を目的とし

て、県内と県外でウェイトを分けている。技術的外部性や共通のショックであれば県境は関

係ないため、県内ウェイトと県外ウェイトを用いた結果は同一になると考えられる。別所・

宮本 (2012)の推定結果では、50km 圏内の同一県内ウェイトでのみ有意に正の影響が見られ

たことから、同一県内の近隣市町村を参照したヤードスティック競争が起きているとして

いる。そこで本稿では、近隣 50km 圏内のうち、同一県内の団体でウェイト付けしたものと、

他県の団体でウェイト付けしたもので場合分けした結果についても示すこととする。 

近隣 50𝑘𝑚・県内ウェイト：𝑤, ൌ
1 𝑑,⁄

∑ 1 𝑑,⁄
ୀଵ

 if  i ് j,同一県,𝑑, ൏ 50 

近隣 50𝑘𝑚・県外ウェイト：𝑤, ൌ
1 𝑑,⁄

∑ 1 𝑑,⁄
ୀଵ

 if  i ് j,他県,𝑑, ൏ 50 

  

3.1.2 内生性の問題と対処法 

 Anselin (1988)をもとに足立・齊藤 (2012a)が指摘するように、（1）式は𝑊𝐽𝑖𝑑𝑜_𝑖𝑛𝑑が内生

変数であるため、通常の OLS では推定できない。また、誤差項が以下のようなモデルに従

うという誤差項の空間的自己相関の問題があり、Kelejian and Prucha (1998)が指摘するよう

に、βが例え統計的に有意であっても、見せかけの相関でしかない可能性がある。 

𝑢 ൌ 𝜌𝑊𝑢  𝜀  ሺ2ሻ 

 以上の問題に対処するために、Kelejian and Prucha (1998)が提案した「一般化空間的最小二

乗法（GS2SLS）」を用いて推定する。この方法では、操作変数としてウェイト付けした制御

変数を用いた操作変数法によって、一致推定量を導出できることが確認されている。 

 

3.1.3 データ 

本分析においては、直近の国勢調査が行われた 2015 年のデータを用いる。また、分析対

象の市町村については、3.2 節の分析と共通となるよう、2013〜2017 年で全てのデータが取

得可能な 1730 市町村とする。 

被説明変数及び主たる説明変数である「児童福祉費単独の水準」については、児童福祉費

単独の総額を市町村の 15 歳未満人口で除した「児童 1 人当たり児童福祉費単独」を用いる。

児童福祉費単独の総額は、総務省「地方財政状況調査（市町村分）」、人口は総務省「住民基

本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」のデータを用いる。 

制御変数については、複数の先行研究が示しているように、市町村の財政力が単独事業費

の規模に影響を与えるため、財政力に関する指標を加える必要がある。そこで、「老人 1 人

当たり老人福祉費単独」の決定構造について分析を行った中澤 (2006)を参考に、市町村の

財政力を示す指標として、「財政力指数」及び「住民 1 人当たり一般財源等」のいずれを採
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用するか検討を行う。財政力指数は、総務省「地方財政状況調査（市町村分）」で得られる、

基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値の過去 3 年間の平均値と定義され、地

方交付税による財政力調整前の財政力を計測したものである。一方で、一般財源等は地方

税・地方譲与税・地方交付税を始めとする財源の使途が制限されない市町村の収入である。

どの指標が、市町村の財政力を示すかについては、柵木 (1992)や安藤 (2017)などいくつか

の先行研究が存在するものの、一致した見解は見られない。そこで、本稿では中澤 (2006)の

ように、児童福祉費単独の水準と財政力指数あるいは住民 1 人当たり一般財源等との相関

関係を見て、採用する指標を決めることとする。 

分析結果は＜巻末付図 2＞に示す。「児童 1 人当たり児童福祉費単独」については、「財政

力指数」と 2 次の関係を示すのに対し（巻末付図 2 上段）、「住民 1 人当たり一般財源等」

とは正の相関が見られる（巻末付図 2 下段）。これは、中澤 (2006)の結果と整合的であり、

同様に「住民 1 人当たり一般財源等」を採用することとする。 

次に、地域の実情を表す変数として、女性の就業状況の指標である「女性労働力率」を加

える。データは、総務省「国勢調査」による。また、的場 (2008)で用いられていた保育所関

連のデータは、被説明変数である児童福祉費単独の中に保育所関連の費用が多く計上され

ていることから、本稿の分析においては用いないこととする。 

更に、中澤 (2006)、田中 (2009)及び別所 (2012)を参考に、世帯構造の違いを制御するた

め、「共働き世帯比率」と「持ち家世帯比率」、人口構造の違いを制御するため、15 歳未満

人口を 65 歳以上人口で除した「年少・老年人口比率」、都市化の度合いを制御するため、「人

口密度」及び「第一次産業就業者比率」を用いる。また、児童福祉に要する経費は地域の物

価の影響を受けると考えられるため、都道府県別の「CPI（消費者物価）地域差指数」も加

える。世帯、人口密度、第一次産業就業者比率に関するデータは総務省「国勢調査」、年齢

別人口に関するデータは総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」、CPI 地

域差指数は総務省「小売物価統計調査」のデータを用いる。 

本稿では、市町村サンプルを分けて分析し、その特徴ごとの影響にも着目する。まず、財

政力の大小で分けるため、2015 年の財政力指数の中央値 44 を基準に、財政力指数が 44 以

上の市町村を財政力大（881 市町村）、財政力指数が 44 より小さい市町村を財政力小（849

市町村）の 2 つに分ける。次に、都市部と非都市部で分けるため、2015 年の総務省「国勢

調査」より得られる人口集中地区（DID）人口のデータをもとに、DID を含む市町村（DID

人口＞0）を都市部（820 市町村）、DID を含まない市町村（DID 人口=0）を非都市部（910

市町村）とする。最後に、首都圏の特徴を見るため、中澤他 (2015)を参考に、東京圏（埼玉

県・千葉県・東京都・神奈川県）に限定した結果を示す。 

 分析に使用した変数の基本統計量は＜巻末付表 1 上段＞の通りである。 

 

3.2 効果の分析 

3.2.1 モデル 
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 児童福祉費単独の効果の分析においては、パネルデータ分析を行う。被説明変数を「出生

率」とした推定式は下記の通りである。 

𝐺𝐹𝑅,௧ ൌ 𝛼  𝛽ଵ𝐽𝑖𝑑𝑜_𝑖𝑛𝑑,௧ିଵ  𝛽ଶ𝐽𝑖𝑑𝑜_𝑠𝑢𝑏,௧ିଵ  𝜆ଵ𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒,௧ିଵ  𝜆ଶ𝐿𝑎𝑛𝑑,௧ିଵ  𝜆ଷ𝑊𝑎𝑔𝑒,௧ିଵ

 𝜆ସ𝑈𝑛𝑖𝑣,௧ିଵ  𝜆ହ𝐷𝑒𝑛𝑠𝑒,௧ିଵ  𝛾𝑑௧  𝑢,௧ ሺ3ሻ 

被説明変数を「子どもの人口移動率」とした推定式は下記のとおりである。 

𝑀𝑜𝑣𝑒,௧ ൌ 𝛼  𝛽ଵ𝐽𝑖𝑑𝑜_𝑖𝑛𝑑,௧ିଵ  𝛽ଶ𝐽𝑖𝑑𝑜_𝑠𝑢𝑏,௧ିଵ  𝛽ଷ𝑀𝑜𝑣𝑒_3040,௧ିଵ𝜆ଵ𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒,௧ିଵ

 𝜆ଶ𝐿𝑎𝑛𝑑,௧ିଵ  𝜆ଷ𝑊𝑎𝑔𝑒,௧ିଵ  𝜆ସ𝑈𝑛𝑖𝑣,௧ିଵ  𝜆ହ𝐷𝑒𝑛𝑠𝑒,௧ିଵ  𝛾𝑑௧  𝑢,௧ ሺ4ሻ 

 

表 5 推定式に用いた変数の説明 

変数 変数の説明 

𝐺𝐹𝑅 
総出生率（‰） 

（=出生数（人）／15〜44 歳女性人口（人）） 

𝑀𝑜𝑣𝑒 
子どもの人口移動率（％） 

（=0〜9 歳の純社会増加数（人）／前年の 0〜9 歳人口（人）） 

𝐽𝑖𝑑𝑜_𝑖𝑛𝑑 
児童 1 人当たり児童福祉費単独 

（=児童福祉費単独（百万円）／15 歳未満人口（人）） 

𝐽𝑖𝑑𝑜_𝑠𝑢𝑏 
児童 1 人当たり児童福祉費補助 

（=児童福祉費補助（百万円）／15 歳未満人口（人）） 

𝑀𝑜𝑣𝑒_3040 
30〜49 歳の人口移動率（％） 

（=30〜49 歳の純社会増加数（人）／前年の 30〜49 歳人口（人）） 

𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 
納税者当たり課税対象所得 

（=課税対象所得（百万円）／納税義務者数（人）） 

𝐿𝑎𝑛𝑑 
地価 

（=宅地の決定価格総額（千円）／評価総地積（m3）） 

𝑊𝑎𝑔𝑒 
女性賃金 

（=決まって支給される現金給与額（千円）） 

𝑈𝑛𝑖𝑣 大学進学率（％） 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑒 人口密度（人/km3） 

𝑑 時点ダミー 

𝑢 誤差項 

 

いずれの推定式も、同時性・逆因果の問題を考慮し、説明変数は 1 期ラグをとる。また、

年度固有の要因を制御するために、時点ダミーを加えている。 

プーリング回帰モデル、固定効果モデル、変量効果モデルのいずれを採用するかは、

Breusch and Pagan 検定と Hausman 検定を行った上で、固定効果モデルを採用することとす

る。 

 

3.2.2 出生率の分析に供するデータ 

 本分析においては、全ての年度をデータが揃う 2013 年から 2017 年のデータを用いる。 
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 被説明変数である「出生率」については、加藤 (2017)は合計特殊出生率（TFR）を、宮本・

荒渡 (2013)や中澤他 (2015)は総出生率（GFR）を用いている。TFR は女性の年齢別人口構

成を踏まえた指標であるのに対し、GFR は 15〜44 歳女性人口千人当たりの総出生数であ

る。市町村別 TFR は 5 年ごとの平均しか公表されておらず、直近のものだと 2008〜2012 年

のデータとなる。本稿では、近年の動向を踏まえた分析を行うために、GFR を用いる。出生

数は「住民基本台帳」のデータを使用する。 

主たる説明変数は児童福祉費単独の水準であるが、サービスを受ける住民にとっては単

独と補助の区別がつかないため、補助の水準についての影響も考慮する。「児童福祉費単独・

補助の水準」については、児童福祉費単独・補助の総額を市町村の 15 歳未満人口で除した

「児童 1 人当たり児童福祉費単独・補助」を用いる。 

 他の制御変数は、宮本・荒渡 (2013)及び中澤他 (2015)を参照し、連続年度で収集可能な

データを用いる。所得の指標として「納税者当たり課税対象所得」は、総務省「市町村税課

税状況等の調」より課税対象所得を所得割の納税義務者数で除した値を用いる。生計費・養

育費の代理指標として「地価」は、総務省「固定資産の価格等の概要調書」より宅地の決定

価格総額を評価総地積で除した値を用いる。養育の機会費用の指標として「女性賃金」は、

市町村データがないため、都道府県別の厚生労働省「賃金構造基本統計調査」より月額の決

まって支給される現金給与額の 20〜44 歳女性の平均値を用いる。教育水準の指標として「大

学進学率」は、文部科学省「学校等基本調査」より大学進学者数を高等学校卒業者数で除し

た値を用いる。また、加藤 (2017)は、人口密度が都市化の代理変数として捉えられ、出生率

へ負の影響があると報告したことから「人口密度」を変数に加える。ここでは、連続年度の

データを収集するため、総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」より得

られる各年度の総人口を「2015 年度国勢調査」より得られる「総面積」で除した値を用い

ることとする。 

 先行研究で共通して用いられた「子持ち世帯比率」や「親族との同居比率」といった世帯

構造に関する指標は、5 年ごとの国勢調査でしか得られないため、本稿では加えていない。

先行研究が単年度クロスセクション分析であったのに対し、本稿では固定効果分析を用い

たため、これらは時間不変の地域特性として制御されると考えられる。「保育所整備」に関

する指標は、児童福祉費単独に保育所関連の費用が多く計上されており、児童福祉費単独の

水準が増えれば保育所環境も改善されると考えられ、本稿では制御の必要はない変数と判

断し、加えないこととする。 

 

 

3.2.3 子どもの移動の分析に供するデータ 

 本分析においては、同様に全ての年度をデータが揃う 2013 年から 2017 年のデータを用

いる。 

 被説明変数である「子どもの人口移動率」は、総務省「住民基本台帳人口移動報告（参考
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表）」より、0〜9 歳の純社会増加数を前年の 0〜9 歳人口で除した値を用いる。中澤他 (2015)

では、2005 年の子どもの純社会増加数を年齢別の人口、死亡者数のデータから推計を行っ

ていたが、2012 年から年齢別の純社会増加数のデータが取得可能となったことから、こち

らを用いることとする。 

 主たる説明変数や制御変数については、前節の出生率の分析と同様である。ただし、中澤

他 (2015)が指摘しているように、子どもの移動は、子育て政策とは異なる親世代の移動に

も依存する。この影響を取り除くため、「30〜49 歳の人口移動率」を制御変数に加える。 

 出生率と子どもの人口移動率の分析に使用した変数の基本統計量は＜巻末付表 1 下段＞

の通りである。 

 

4 推定結果 

4.1 地域差の分析 

 児童 1 人当たり児童福祉費単独を被説明変数として、GS2SLS によるクロスセクション分

析を行った推定結果は＜表 6＞の通りである。 

 

表 6 児童 1 人当たり児童福祉費単独を被説明変数とした GS2SLS 分析の結果(2015 年)  

 

 

 （1）は全市町村について近隣 50km ウェイトを用いた結果、（2）と（3）は（1）で用い

たウェイトを県内と県外に場合分けした結果を示している。最も着目したい参照先政策水

準の係数について見ると、（1）は 0.1％水準で有意（近隣市町村の児童 1 人当たり児童福祉

費単独が 1 円高いと、児童 1 人当たり児童福祉費単独が 0.29 円高くなる）となり、近隣 50km

にある参照先の政策水準が有意に正の影響を与えることが示された。（2）と（3）の比較に

おいては、県内の係数が 0.38 で 0.1％水準で有意、県外の係数が 0.10 で 1％水準で有意とな

り、前者の係数の方が大きい。このことから、県内外問わず近隣市町村の行動を参照した市

町村間競争が起きているが、県内の近隣市町村から相対的に大きな影響を受けていると考

(1)全市町村 (2)全市町村 (3)全市町村 (4)財政力大 (5)財政力小 (6)都市部 (7)非都市部 (8)東京圏

児童福祉費単独(百万円/人) 近隣50km 近隣50km・県内近隣50km・県外 近隣50km 近隣50km 近隣50km 近隣50km 近隣50km

参照先政策水準(百万円/人) 0.29*** 0.38*** 0.10** 0.21** 0.20 0.44*** 0.23* 0.56***
(0.0864) (0.0689) (0.0341) (0.0805) (0.1087) (0.0832) (0.1173) (0.1458)

一般財源等(百万円/人) 0.13*** 0.13*** 0.13*** 0.23*** 0.11*** 0.23*** 0.11*** 0.09***
(0.0095) (0.0095) (0.0094) (0.0214) (0.0127) (0.0281) (0.0139) (0.0260)

女性労働力率(％) 0.0055*** 0.0049*** 0.0045*** 0.0091*** 0.0065*** 0.0054*** 0.0065*** 0.0056*
(0.0010) (0.0009) (0.0010) (0.0014) (0.0014) (0.0012) (0.0014) (0.0023)

年少・老年比率 -0.16*** -0.14*** -0.18*** -0.08** -0.29*** -0.05* -0.27*** -0.18**
(0.0275) (0.0272) (0.0269) (0.0261) (0.0582) (0.0206) (0.0567) (0.0661)

CPI地域差指数 0.0079*** 0.0068** 0.0111*** 0.0065** 0.0163*** 0.0036* 0.0130*** 0.0217***
(0.0022) (0.0023) (0.0024) (0.0021) (0.0041) (0.0017) (0.0038) (0.0055)

他の制御変数 YES YES YES YES YES YES YES YES
疑似決定係数 0.27 0.26 0.28 0.33 0.23 0.39 0.19 0.50
観測数 1,730 1,730 1,730 881 849 820 910 211
(注1)括弧内は標準誤差。*** 、**、*は0.1%、1%、5%有意水準。

(注2)他の制御変数とは、共働き世帯比率、持ち家世帯比率、人口密度、第一次産業就業者比率を含む。

(注3)(1)〜(3)は全市町村をサンプルに、ウェイト付けを変更した結果。

(注4)(4)、(5)は財政力指数の中央値44を基準に、財政力指数≧44を財政力大、財政力指数＜44を財政力小としてサンプルを分けた結果。

(注5)(6)、(7)は人口集中地区(DID)の有無を基準に、DID人口＞0を都市部、DID人口=0を非都市部としてサンプルを分けた結果。

(注6)(8)は東京圏（埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県）にサンプルを限定した結果。
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えられる。 

 また、別所・宮本 (2012)が指摘した、技術的外部性や共通のショックについては、県内と

県外で係数が異なるので、可能性は低いと考えられる。そもそも、子育て支援は所得補助や

現物給付によるものがほとんどなので、技術的外部性（便益のスピルオーバー）は想定しに

くい。更に、市町村間競争ではなく、上位政府（都道府県）によるコントロールである可能

性については、県外からも有意な影響が認められることから可能性は低い。よって、市町村

間競争は起きていることが示唆される結果となったが、2.3 節で述べたように、どの政策競

争モデルに当てはまるかについてのこれ以上の考察は困難である。 

 次に、（4）と（5）は財政の大小でサンプルを分けた結果を示す。2015 年の財政力指数の

中央値 44 を基準とし、財政力指数が 44 以上の市町村を財政力大（881 市町村）、財政力指

数が 44 より小さい市町村を財政力小（849 市町村）の 2 つに分けた。そして、それぞれ同

一グループ内の 50km 圏内ウェイトを用いた結果である。つまり、（4）は 50km 圏内の財政

力大同士の市町村の影響を見ており、（5）は 50km 圏内の財政力小同士の市町村の影響を見

ている。（4）の参照先政策水準の係数は 0.21 で 1％水準で有意であるのに対し、（5）の参

照先政策水準の係数は有意ではない。このことは、財政力の大小が、市町村間競争を起こす

余力があるか左右していることが示唆される。 

 （6）及び（7）は、都市部と非都市部に分けるために、2015 年の人口集中地区（DID）人

口のデータをもとに、DID を含む市町村（DID 人口＞0）を都市部（820 市町村）、DID を含

まない市町村（DID 人口=0）を非都市部（910 市町村）として 2 つに分けた推定結果である。

（6）の参照先政策水準の係数は 0.44 で 0.1％水準で有意であるのに対し、（7）の参照先政

策水準の係数は 0.23 で 5％水準で有意であった。このことは、都市部同士、非都市部同士い

ずれも市町村間競争が見られるが、前者の方が係数の値が大きく参照先政策水準の影響を

受けやすいと言える。 

 （8）は、東京圏（埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県）にサンプルを限定した推定結果

である。参照先政策水準の係数は 0.56 で 0.1％水準で有意となった。また全ての推定結果の

中で最も係数の値が大きいことから、特に強い相互参照行動が東京圏で見られることを示

唆している。 

 その他の制御変数については、全てのモデルで一貫して有意な結果が得られたものを示

す。財政力の指標である住民 1 人当たり一般財源等の係数は、いずれも 0.1％水準で有意に

正の影響を与えることが分かる。このことから、財政に余裕がある市町村ほど児童福祉費単

独の水準が高いと言え、先行研究とも整合的である。 

 更に、女性労働力率の係数についても、いずれも有意に正であった。これは、児童福祉費

単独の水準が高いため女性労働力率が高いのか、女性労働力率が高いから児童福祉費単独

の水準が高いのか、必ずしも因果関係の方向は明らかではないが、いずれにしても、児童福

祉費単独は地域の実情の影響を受けていると言える。 

 年少・老年人口比率は、いずれも有意に負であった。児童数が多ければ、児童福祉費単独
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の水準も高いことが予想されるため、予想に反する結果である。しかし、別所 (2012)におい

て、同様に子ども比率の一次項は子育て支援に有意に負である点とは整合的である。 

 CPI 地域差指数は、物価が高ければ、児童福祉に要する費用が増嵩するという予想と整合

的な結果となった。 

 以上の結果をまとめると、全市町村を対象とした分析では、児童福祉費単独の水準は地域

の実情や財政力だけでなく、近隣市町村から影響を受ける市町村間競争の存在が明らかに

なった。また、県内と県外いずれの近隣からも影響を受けるものの、県内から相対的に強い

影響を受けることが示唆された。更に、サンプル分けした分析では、財政力の大きい市町村・

都市部・東京圏同士で特に顕著な市町村間競争が見られることが確認された。この結果は、

＜表 2＞において、都市圏の都道府県内では児童福祉費単独の変動係数が小さい傾向がある

こととも整合的である。 

 

4.2 出生率に対する効果の分析 

 出生率（GFR）を被説明変数として、固定効果パネルデータ分析を行った推定結果は＜表

7＞の通りである。 

 

表 7 出生率を被説明変数とした固定効果パネルデータ分析の結果 

 

 

 （1）から（4）は全市町村のデータを用いて推定結果である。最も着目したい児童 1 人当

たり児童福祉費単独の係数を中心に見ていく。（1）は基本モデルの結果を示し、係数は 1％

水準で有意（児童 1 人当たり児童福祉費単独が百万円増えると、GFR が 3.57‰上昇する）

であるのに対し、補助の係数は有意ではない。このことから、児童福祉費単独の水準が出生

率に有意に正の影響を与えると言える。一方で、補助の水準は、そもそも全国どこでも同様

のサービス水準が受けられるよう配分されているはずなので、有意差がないことは予想と

整合的な結果である。児童福祉費を所得補助と非所得補助に分けて出生率（GFR）への効果

を分析した宮本・荒渡 (2013)の結果では、いずれも有意に正の影響があるとのことだった

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

GFR(‰) 全市町村 全市町村 全市町村 全市町村 財政力大 財政力小 都市部 非都市部 東京圏

児童福祉費単独(百万円/人) 3.57** 3.63** 3.55** -4.86*** 5.87** -1.90 3.95* 2.67
(1.1826) (1.1809) (1.1825) (1.1484) (1.8057) (1.5626) (1.6494) (3.6219)

児童福祉費補助(百万円/人) -1.50 -1.45 -1.50 -1.84 -3.72 -1.51 22.33*
(1.3666) (1.3675) (2.1828) (1.9300) (2.0190) (1.8917) (10.0696)

他の制御変数 YES NO YES YES YES YES YES YES YES
年ダミー YES YES YES YES YES YES YES YES YES
観測数 6,920 6,920 6,920 6,920 3,448 3,472 3,280 3,640 844
市町村数 1,730 1,730 1,730 1,730 881 849 820 910 211
(注1)括弧内は標準誤差。*** 、**、*は0.1%、1%、5%有意水準。

(注2)他の制御変数とは、納税者当たり課税対象所得、地価、大学進学率、人口密度を含む。

(注3)(1)〜(4)は全市町村をサンプルにした結果。

(注4)(5)、(6)は財政力指数の中央値44を基準に、財政力指数≧44を財政力大、財政力指数＜44を財政力小としてサンプルを分けた結果。

(注5)(7)、(8)は人口集中地区(DID)の有無を基準に、DID人口＞0を都市部、DID人口=0を非都市部としてサンプルを分けた結果。

(注6)(9)は東京圏（埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県）にサンプルを限定した結果。
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が、本稿では児童福祉費を単独と補助で分けて分析しており、単独のみが出生率に有意に正

の影響があることが明らかになった。 

 （2）は単独のみを説明変数とした場合であり、補助や他の制御変数を含めていない。

児童福祉費単独の係数は（1）とほぼ同様の結果であり、（1）の結果が他の変数の有無を

問わず、頑健であることを示している。 

 （3）は基本モデルから補助を説明変数から除いた場合、（4）は基本モデルから単独を

説明変数から除いた場合であり、単独または補助の係数は（1）とほぼ同様の結果が得ら

れる。（1）では単独と補助が連動することによる多重共線性が起きている可能性がある

が、（3）と（4）の結果から説明変数の有無は互いに影響を与えない頑健な結果であるこ

とを示している。 

 （5）及び（6）は、2.1 節の地域差分析と同様に、財政力指数が 44 以上の市町村を財政

力大、財政力指数が 44 より小さい市町村を財政力小の 2 つに分けた推定結果である。児

童福祉費単独の係数は、（5）の財政力大のグループでは−4.86 で 0.1％水準で有意であるの

に対し、（6）の財政力小のグループでは 5.87 で 1％水準で有意である。このことから、財

政力が小さい市町村では、児童福祉費単独の水準が出生率に有意に正の影響を与えると言

える。一方で、財政力が大きい市町村では、児童福祉費単独の水準を伸ばしても、かえっ

て出生率に負の影響を与えているという結果となった14。 

 （7）及び（8）は、2.1 節の地域差分析と同様に、DID を含む市町村を都市部、DID を

含まない市町村を非都市部として 2 つに分けた推定結果である。児童福祉費単独の係数

は、（7）の都市部では有意ではないのに対し、（8）の非都市部では 3.95 で 5％水準で有意

である。このことから、非都市部では、児童福祉費単独の水準が出生率に有意に正の影響

を与えると言える。 

 （9）は、サンプルを東京圏（埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県）に限定した推定結

果である。児童福祉費単独の係数は、有意ではない。 

 以上の結果をまとめると、児童 1 人当たり児童福祉費単独の水準は、全市町村で見ると

出生率に有意に正の影響を与えているものの、サンプル分けによる分析では、財政力が小

さい市町村または非都市部においてのみ見られる結果である15。 

4.3 子どもの移動に対する効果の分析 

 子どもの人口移動率を被説明変数として、固定効果パネルデータ分析を行った推定結果

は＜表 8＞の通りである。 

                                                  
14 財政力が大きい市町村を細かくサンプル分けしてみると、特殊要因（企業の集積等）により住民の居住

実態に比して財政力が大きい一部の市町村において、児童福祉費単独が出生率・子どもの移動に負の影響

を与えやすいという傾向が見られた。これらの市町村では、歳出を伸ばしやすい一方、出生率の変動も大

きいため、負の影響として表れたと考えられる。これらの市町村を除いた財政力が大きい市町村で推定を

行うと、児童福祉費単独は出生率・子どもの移動に有意な影響はないという結果となる。 
15 4.1 節の推定結果から、児童福祉費単独の主な決定要因である住民 1 人あたり一般財源等や女性労働力

率等が上位で出生率・子どもの移動に影響を及ぼしている可能性がある。しかし、これらの説明変数を加

えて推定を行っても、児童福祉費単独の結果に影響はないため、可能性は低いと考えられる。 
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表 8 子どもの人口移動率を被説明変数とした固定効果パネルデータ分析の結果 

 
 

 （1）は全市町村のデータを用いて推定結果である。最も着目したい児童 1 人当たり児童

福祉費単独の係数は有意ではない。 

 （2）及び（3）は、2.1 節の地域差の分析や 2.2 節の出生率の分析と同様に、財政力指数

が 44 以上の市町村を財政力大、財政力指数が 44 より小さい市町村を財政力小の 2 つに分

けた推定結果である。児童福祉費単独の係数は、（2）の財政力大のグループでは−0.61 で 5％

水準で有意であり、児童福祉費単独の水準を伸ばしても、かえって子どもの移動に負の影響

を与えているという結果となった16。（3）の財政力小のグループでは有意ではない。 

 （4）及び（5）は、2.1 節の地域差の分析や 2.2 節の出生率の分析と同様に、DID を含む

市町村を都市部、DID を含まない市町村を非都市部として 2 つに分けた推定結果である。

児童福祉費単独の係数は、いずれも有意ではない。 

 （6）から（9）は、サンプルを東京圏（埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県）に限定した

推定結果である。（6）は基本モデルの結果を示し、児童福祉費単独の係数は 5％水準で有意

（児童 1 人当たり児童福祉費単独が百万円増えると、子どもの人口移動率が 3.01％上昇す

る）であるのに対し、補助の水準は有意ではない。 

 （7）は単独のみを説明変数とした場合であり、補助や他の制御変数を含めていない。児

童福祉費単独の係数は（6）とほぼ同様の結果であり、（6）の結果が他の制御変数の有無を

問わず、頑健であることを示している。 

 （8）は基本モデルから補助を説明変数から除いた場合、（9）は基本モデルから単独を

説明変数から除いた場合であり、単独または補助の係数は（6）とほぼ同様の結果が得ら

れる。（6）では単独と補助が連動することによる多重共線性が起きている可能性がある

が、（8）と（9）の結果から説明変数の有無は互いの結果に大きな影響を与えないことを

示している。 

 また、いずれの推定結果も、親世代である 30〜49 歳の人口移動率は 0.1%水準で有意であ

り、親世代と子どもが伴って移動することから、予想と整合的な結果である。 

                                                  
16 脚注 14 参照。 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

子どもの人口移動率(％) 全市町村 財政力大 財政力小 都市部 非都市部 東京圏 東京圏 東京圏 東京圏

児童福祉費単独(百万円/人) -0.61 -0.61* -0.6 -0.25 -0.65 3.01* 2.95* 2.78*
(0.3672) (0.2674) (0.5756) (0.3605) (0.5189) (1.2898) (1.2461) (1.2688)

児童福祉費補助(百万円/人) 0.71 1.21* 0.65 0.32 0.74 3.46 1.96
(0.4243) (0.5083) (0.6150) (0.4657) (0.5950) (3.6024) (3.5568)

30〜49歳の人口移動率(％) 1.04*** 0.96*** 1.05*** 1.09*** 1.04*** 1.34*** 1.35*** 1.34*** 1.34***
(0.0250) (0.0286) (0.0362) (0.0275) (0.0349) (0.0677) (0.0664) (0.0674) (0.0679)

他の制御変数 YES YES YES YES YES YES NO YES YES
年ダミー YES YES YES YES YES YES YES YES YES
観測数 6,920 6,920 6,920 6,920 3,448 3,472 3,280 3,640 844
市町村数 1730 881 849 820 910 211 211 211 211
(注1)括弧内は標準誤差。*** 、**、*は0.1%、1%、5%有意水準。

(注2)他の制御変数とは、納税者当たり課税対象所得、地価、大学進学率、人口密度を含む。

(注3)(1)は全市町村をサンプルにした結果。

(注4)(2)、(3)は財政力指数の中央値44を基準に、財政力指数≧44を財政力大、財政力指数＜44を財政力小としてサンプルを分けた結果。

(注5)(4)、(5)は人口集中地区(DID)の有無を基準に、DID人口＞0を都市部、DID人口=0を非都市部としてサンプルを分けた結果。

(注6)(6)〜(9)は東京圏（埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県）にサンプルを限定した結果。
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 以上の結果をまとめると、児童 1 人当たり児童福祉費単独の水準は、東京圏においての

み子どもの移動に有意に正の影響が見られた17。この結果は、東京圏で保育所整備が子ど

もの移動に正の影響を与えるとした中澤他 (2015)とも整合的である。その理由として、子

どもの移動は親の要因（職場の立地等）に強い影響を受ける中で、東京圏においては特に

交通網の発達等により居住地選択の余地が大きく、子育て環境が差別化の働きをしたと考

えられる。2.5 節の＜表 3＞にある、子どもの純社会増加数の上位 10 市町村は東京圏中心

であり、昼夜間人口比率が 100％以下であった点とも整合的である。 

 

5 頑健性の確認 

5.1 地域差の分析 

 4.1 節の推定結果は 2015 年のクロスセクション分析による。時点の地域差の要因分析に

は、有用な方法である一方で、観測されない地域特性が誤差項に残る可能性がある。その

ため、2010 年度から 2015 年度の 2 時点間の変化の要因分析を行うことで、時間不変の地

域特性を制御して、頑健性の確認を行う。 

△ ln ሺ𝐽𝑖𝑑𝑜_𝑖𝑛𝑑ሻ ൌ 𝛼  𝛽𝑊 △ 𝑙𝑛ሺ𝐽𝑖𝑑𝑜_𝑖𝑛𝑑ሻ   ∑ 𝜆

ୀଵ △ 𝑙𝑛൫𝑋,൯  𝜏   𝑢 ሺ5ሻ 

 児童福祉費単独の変化額の場合、地域規模の影響を受けやすいため、ここでは(1)式の両

辺の対数差分をとり変化率に近似させる。𝑋,は、児童福祉費単独以外の全ての制御変数

（住民 1 人当たり一般財源等、女性労働力率、共働き世帯率、持ち家世帯比率、年少・老

年人口比率、人口密度、第一次産業就業者比率、CPI 地域差指数）である。また、時点効

果𝜏も考慮する。推定結果は＜表 9＞の通りである。 

 

  

                                                  
17 脚注 15 参照。 
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表 9  2 時点間パネルによる GS2SLS 分析の結果(2010 年から 2015 年の変化率) 

 

 

 いずれも参照先政策水準の係数が有意に正であることから、市町村間競争が見られるこ

とが確認された。ただし、4.1 節のクロスセクション分析の結果と異なり、県内と県外、

都市部と非都市部の係数の値に差が見られなくなった。また、財政力大同士の方が係数の

値が大きいものの、財政力小同士においても係数が有意になった。更に、財政力の指標で

ある住民 1 人当たり一般財源等、CPI 地域差指数の係数は、全ての推定結果において有意

ではなくなり、女性労働力率、年少・老年人口比率の係数についても有意でなくなったも

のが見られる。このことから、時間不変の地域特性及び時点効果を考慮した 2010 年から

2015 年の変化率においては、特に市町村間競争による影響が大きいと言える。 

 

5.2 効果の分析 

 4.2 節及び 4.3 節における効果の分析は、（3）式及び（4）式に示した通り、同時性・逆

因果の問題に対処するため、全ての説明変数は 1 期ラグをとっている。しかし、ラグをと

っても、逆因果の可能性が残るため、ダイナミックパネルで Arellano and Bond (1991)によ

る Arellano-Bond 推定（GMM 推定）を用いた頑健性の確認を行う18。 

 出生率の分析は、OECD データを用いて児童手当と出生率の関係を分析した Wang (2020)

の推定式を参考に、（3）式に被説明変数のラグ項を加える。 

𝐺𝐹𝑅,௧ ൌ 𝛼  𝛾𝐺𝐹𝑅,௧ିଵ  𝛽ଵ𝐽𝑖𝑑𝑜_𝑖𝑛𝑑,௧ିଵ  𝛽ଶ𝐽𝑖𝑑𝑜_𝑠𝑢𝑏,௧ିଵ  𝜆𝑘𝑋𝑖,𝑘,𝑡െ1
′

𝐾

𝑘ൌ1
 𝛾𝑑௧  𝑢,௧ ሺ6ሻ 

 子どもの移動の分析は、移民の決定要因について分析した Hatton (1995)や Ruyssen et al. 

                                                  
18 パネルデータ分析における逆因果の対処法については、Leszczensky and Wolbring (2019)を参照。ここに

あるように、Arellano-Bond 推定の他には、ML-SEM（最尤法による構造方程式モデリング）等の有用性が

知られているが、一致した結論は見られていない。また、Arellano-Bond 推定と Blundell and Bond (1998)に
よる System GMM の比較においても、後者は複雑なモデルにおいては有用であるものの、定常性の仮定に

依存する等、評価は分かれている。本稿では広く用いられている Arellano-Bond 推定を用いることとする。 

(1)全市町村 (2)全市町村 (3)全市町村 (4)財政力大 (5)財政力小 (6)都市部 (7)非都市部 (8)東京圏

△ln児童福祉費単独 近隣50km 近隣50km・県内 近隣50km・県外 近隣50km 近隣50km 近隣50km 近隣50km 近隣50km

△ln参照先政策水準 0.36* 0.45** 0.41*** 0.65*** 0.46** 0.50*** 0.55** 1.32***
(0.1542) (0.1389) (0.1187) (0.1627) (0.1656) (0.1395) (0.1749) (0.2963)

△ln一般財源等 0.07 0.09 0.05 0.06 -0.06 0.02 0.1 -0.62
(0.0863) (0.0881) (0.0904) (0.0934) (0.1462) (0.0986) (0.1337) (0.3283)

△ln女性労働力率 0.94** 0.94** 0.99** 0.59 0.81 1.06 0.94* 0.54
(0.3561) (0.3575) (0.3629) (0.5594) (0.4904) (0.6065) (0.4789) (0.7411)

△ln年少・老年比率 -0.49*** -0.42*** -0.50*** -0.38* -0.39* -0.41* -0.40* -0.36
(0.1214) (0.1184) (0.1186) (0.1548) (0.1779) (0.1692) (0.1698) (0.2180)

△lnCPI地域差指数 0.53 0.19 1.01 0.37 0.01 0.83 -0.38 -1.05
(0.8933) (0.9257) (0.9504) (0.8200) (1.3241) (0.9490) (1.3372) (1.1874)

他の制御変数 YES YES YES YES YES YES YES YES
観測数 1,730 1,730 1,730 862 868 820 910 211
(注1)括弧内は標準誤差。*** 、**、*は0.1%、1%、5%有意水準。

(注2)他の制御変数とは、共働き世帯比率、持ち家世帯比率、人口密度、第一次産業就業者比率を含む。

(注3)(1)〜(3)は全市町村をサンプルに、ウェイト付けを変更した結果。

(注4)(4)、(5)は財政力指数の中央値44を基準に、財政力指数≧44を財政力大、財政力指数＜44を財政力小としてサンプルを分けた結果。

(注5)(6)、(7)は人口集中地区(DID)の有無を基準に、DID人口＞0を都市部、DID人口=0を非都市部としてサンプルを分けた結果。

(注6)(8)は東京圏（埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県）にサンプルを限定した結果。
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(2014)にあるように、人口移動は前期だけでなく当期の状況にも影響を受けると考えられる。

この点は、妊娠期間を考慮する出生率の分析とは異なる。そこで、（4）式に被説明変数のラ

グ項と当期の説明（制御）変数を加える。 

𝑀𝑜𝑣𝑒,௧ ൌ 𝛼  𝛾𝑀𝑜𝑣𝑒,௧ିଵ  𝛽ଵ𝐽𝑖𝑑𝑜_𝑖𝑛𝑑,௧  𝛽ଶ𝐽𝑖𝑑𝑜_𝑖𝑛𝑑,௧ିଵ  𝛽ଷ𝐽𝑖𝑑𝑜_𝑠𝑢𝑏,௧  𝛽ସ𝐽𝑖𝑑𝑜_𝑠𝑢𝑏,௧ିଵ

 𝛽5𝑀𝑜𝑣𝑒_3040𝑖,𝑡  𝛽6𝑀𝑜𝑣𝑒_3040𝑖,𝑡െ1  𝜆𝑘𝑋𝑖,𝑘,𝑡
′

𝐾

𝑘ൌ1
 𝜇𝑘𝑋𝑖,𝑘,𝑡െ1

′
𝐾

𝑘ൌ1

 𝛾𝑑௧  𝑢,௧ ሺ7ሻ 

 いずれも、𝑋,
ᇱ は、（3）式と（4）式における全ての制御変数（納税者当たり課税対象所

得、地価、女性賃金、大学進学率、人口密度）である。また、同様に時点ダミーを用い

て、時点効果を考慮する。 

 Arellano-Bond 推定では、時点ダミーを外生変数、その他を内生変数・先決変数とし、後

者はラグを取り操作変数として用いた上で、one-step 推定を行うこととする。操作変数の

妥当性は、2 階の誤差に関する系列相関を検定する AR(2) test と、過剰識別制約を検定する

Sargan test により確認19を行う。また、モーメント条件を減らすため、Roodman (2009)に従

い、ラグの制限や collapse 手法を用いる。 

 

表 10 出生率（GFR）を被説明変数とした Arellano-Bond 推定の結果 

        

  

  

                                                  
19 AR(2) test の帰無仮説は、2 階の系列相関が無いこと、Sargan test の帰無仮説は、過剰識別制約が満たさ

れることとする。いずれも、5％水準で棄却されなければ、操作変数として妥当であると判断する。 

(1) (2) (3)

GFR(‰) 全市町村 財政力小 非都市部

GFR t-1 (‰) -0.17*** -0.23** -0.10
(0.0431) (0.0701) (0.0551)

児童福祉費単独(百万円/人) 4.45* 6.56* 5.54*
(2.2023) (3.1729) (2.6162)

児童福祉費補助(百万円/人) -5.47 -7.19 -8.13
(3.3118) (5.0081) (4.1760)

AR(2) test p値 0.96 0.89 0,89
Sargan test p値 0.64 0.06 0.06

他の制御変数 YES YES YES
年ダミー YES YES YES
観測数 5,190 3,396 3,640
市町村数 1,730 849 910

(注1)括弧内は標準誤差。*** 、**、*は0.1%、1%、5%有意水準。
(注2)他の制御変数とは、納税者当たり課税対象所得、地価、大学進学率、人口密度を含む。
(注3)(1)は全市町村をサンプルにした結果。
(注4)(2)は財政力指数の中央値44を基準に、財政力指数≧44を財政力大としてサンプルを分けた結果。
(注5)(3)は人口集中地区(DID)の有無を基準に、DID人口=0を非都市部としてサンプルを分けた結果。
(注6)AR(2)は2階の系列相関に関する検定(帰無仮説は系列相関無し)。

Sarganは過剰識別制約に関する検定(帰無仮説は過剰識別が満たされる)。
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表 11 子どもの人口移動率を被説明変数とした Arellano-Bond 推定の結果 

  

 

 

 ＜表 10＞は、出生率を被説明変数とし、4.2 節の＜表 7＞において児童福祉費単独の係

数が有意となった全市町村、財政力小、非都市部をサンプルとした推定結果を示す。

AR(2) test 及び Sargan test は 5％有意水準で棄却されず、操作変数の妥当性を満たしてい

る。いずれも、児童福祉費単独の係数は 5％水準で有意であり、補助は有意ではないもの

のマイナスであることは、＜表 7＞の結果と整合的である。 

 ＜表 11＞は、子どもの人口移動率を被説明変数とし、4.3 節の＜表 8＞において児童福祉

費単独の係数が有意となった東京圏をサンプルとした推定結果を示す。AR(2) test 及び

Sargan test は 5％有意水準で棄却されず、操作変数の妥当性を満たしている。児童福祉費単

独の係数は、当期で 12.64 で 1％水準で有意であり、前期で 6.45 で 5％水準で有意である

ことから、児童福祉費単独の水準は＜表 8＞で確認した前期だけでなく当期の水準にも正

の影響を受けることが分かる。また、補助の当期及び前期の係数は有意でないもののプラ

スであること、30〜49 歳人口移動率の当期及び前期の係数がいずれも正で有意であること

も、＜表 8＞の結果と整合的である。 

 以上の推定結果により、4.2 節及び 4.3 節の推定結果の頑健性が確認されたため、逆因果

の可能性は低いと考えられる。 

 

  

子どもの人口移動率(％) 東京圏

子どもの人口移動率 t-1 (％) -0.94***
(0.1951)

児童福祉費単独 t (百万円/人) 12.64**
(4.1266)

児童福祉費単独 t-1 (百万円/人) 6.45*
(3.0082)

児童福祉費補助 t (百万円/人) 5.57
(6.4512)

児童福祉費補助 t-1 (百万円/人) 9.04
(7.0946)

30〜49歳の人口移動率 t (％) 1.65***
(0.2450)

30〜49歳の人口移動率 t-1 (％) 0.53***
(0.1477)

AR(2) test p値 0.36
Sargan test p値 0.12

他の制御変数 YES
年ダミー YES
観測数 844
市町村数 211

(注1)東京圏（埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県）にサンプルを限定した結果。
(注2)括弧内は標準誤差。*** 、**、*は0.1%、1%、5%有意水準。
(注3)他の制御変数とは、納税者当たり課税対象所得、地価、大学進学率、人口密度を含む。
(注4)AR(2)は2階の系列相関に関する検定(帰無仮説は系列相関無し)。

Sarganは過剰識別制約に関する検定(帰無仮説は過剰識別が満たされる)。
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6 まとめと今後の課題 

 本稿では、地方独自の子育て政策の地域差と効果について分析するため、児童福祉費単

独に着目して実証分析を行った。その結果、児童福祉費単独の水準には地域差があり、そ

の要因として、地域の実情や財政力の差だけでなく、近隣市町村の行動を参照した市町村

間競争が起きていることが明らかになった。参照先の市町村については、近隣の県内市町

村の方から強い影響を受けるものの、近隣の県外市町村からも影響を受けていることを確

認した。また、財政力の大小・都市部と非都市部・東京圏のみによるサンプル分けをして

同様の分析を行ったところ、財政力が大きい市町村・都市部・東京圏同士で特に顕著な市

町村間競争が起きていることが示唆される。続いて、こうして決定された地域差が、出生

率や子どもをもつ世帯の移動（居住地選択）に効果を及ぼしているか分析を行った。その

結果、全市町村を対象にした分析では、児童福祉費単独の水準が出生率に正の影響がある

ことを確認した。また、財政力の大きい市町村・都市部・東京圏では、出生率に効果が見

られず、財政力の小さい市町村・非都市部でのみ出生率に正の影響があることを明らかに

した。更に、東京圏でのみ、児童福祉費単独の水準が子どもの移動に正の影響があること

を示した。効果の分析においては、Arellano-Bond 推定により逆因果の可能性が低いことを

確認した。以上の結果をまとめると、＜図 4＞の通りである。 

 

図 4 結果の概略 

     

 

  

 本稿の結果を俯瞰すると、中澤 (2006)で指摘があった通り、地方の二極化が見られる。

そして、市町村間競争には、優れた政策を横展開する「望ましい競争」と、効果がないあ

るいは日本全体で見ればゼロサム・ゲームとなってしまう「望ましくない競争」があると

すれば、出生率増加の効果が見られる競争は前者に当たるのに対し、効果がないあるいは

財政力大
都市部
東京圏

地域の実情 財政力 他市町村の
政策水準

独自の子育て政策

出生率 子どもの移動

財政力小
非都市部

地域の実情 財政力 他市町村の
政策水準

独自の子育て政策

出生率 子どもの移動

※東京圏のみ

正の影響が有意に認められた 

有意な影響が認められなかった/負の影響が有意に認められた 
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子どもの移動を誘発する競争（ゼロサム・ゲーム）は後者に当たるだろう。勿論、本稿で

は市町村間競争と出生率・子どもの移動への直接的な因果関係を示したわけではない。し

かし、今後も同様の傾向が続けば、歳出余力がある財政力が大きい市町村や都市部での財

政競争は、出生率に効果が見られないだけでなく、東京圏のように子どもをもつ世帯が移

り住むことによって、更に日本全体の出生率が向上しにくくなる方向につながりかねな

い。更に、非効率な歳出拡大競争があるとすれば、我が国の深刻な財政状況を考える上で

も、適切とは言えない。 

 ただし、本稿の結果は、地方の分権化定理20にあるように、地方が独自の政策決定をす

ること自体を否定するものではない。全市町村を対象とした分析や財政力が小さい市町

村・非都市部では、地方独自の子育て政策にかかる費用が多いほど出生率に効果があると

いう結果を得ている。むしろ、問題の所在は、地方の二極化にあるのではないかというの

が本稿の結論である。 

 これらを踏まえ、本稿の結果の政策的含意について、地方財政と少子化対策の両側面か

ら述べる。まず、地方財政の面からは、①地方単独事業に関する情報公開の必要性と②地

域間格差の是正である。本稿では、児童福祉費単独事業の総額を分析の対象にしたが、今

後は具体的な政策に落とし込んで詳細な分析を行う必要がある。総務省「地方単独事業

（ソフト）の「見える化」に関する検討会報告書 (2018)」によれば、早ければ 2021 年度

に行う 2020 年度決算調査から本格的な調査が始まるとのことだが、その必要性を改めて

主張するとともに、公表に合わせて早急な分析を行うべきである。また、地域間格差の一

つに財政力格差がある。これまで、地方交付税だけでなく、地方法人課税における偏在是

正措置等を講じることで、是正に向けた取組が行われてきた。今後は、こうした地域間格

差の動向について注視しながら、分析を行っていく必要がある。 

 続いて、少子化対策の側面からは、出生率格差の原因の究明が急務である。本稿の結果

では、財政力が大きい市町村・都市部・東京圏で、地方独自の子育て政策にかかる費用の

多寡が、出生率に効果があるという結果は得られなかった。ただし、それが政策の内容に

よる差なのか、あるいは都市部特有の構造により効果が挙げられていないのか等、要因に

ついては明らかにできていない。前者の点については、単独事業の内訳の公表により明ら

かになることを期待したいが、後者の点については、日本創生会議「ストップ少子化・地

方元気戦略 (2014)」にあるように、人口過密の大都市では、住居、子育て環境や地域での

孤立などから出生率が低くなるようである。また、加藤 (2017)は、都市化の代替指標であ

る人口密度と出生率は負の相関があることを示している。地域間で状況が異なることを踏

まえ、詳細な原因分析を行うことで、より具体的な少子化対策メニューを実行していくこ

とが重要である。 

 最後に、本稿の分析における、今後の課題について整理したい。1 つ目は、本稿では統

計ソフトの制約により行えなかったが、GS2SLS パネルデータ分析による長期的な児童福

                                                  
20 詳細は、林 (2006)を参照。 
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祉費単独の変化の要因分析である。また、政策競争モデルの解明のために、選挙ダミー等

を加えヤードスティック競争の確認を行うことも考えられる。2 つ目は、児童福祉費単独

と出生率・子どもの移動の因果関係について、本稿で示した手法以外で更なる頑健性の確

認21を行うことである。最後に、児童福祉費以外の少子化対策経費について検討する必要

がある。例えば、市町村の教育費には、学校に係る費用が計上されており、これらの一部

も少子化対策に資すると考えられる22が、その線引きは難しく、本稿の範囲を超えるため

今後の課題としたい。 

 本稿は、地域間格差、市町村間競争、少子化対策等これまで個別に分析が行われてきた

分野の密接な関わりを明らかにする試みであった。我が国の少子化問題は複雑に絡み合っ

ており、複合的な観点が今後の対策の鍵と言えよう。 

  

                                                  
21 逆因果の検証において現時点で欠点のない方法は存在しない。System GMM や最尤法等の複数の手法を

組み合わせて更なる頑健性の確認を行うことが望ましい。 
22 増田（2016）は、都道府県別のパネルデータを使用し、教育費が出生率に負の影響を与えるとしている。

したがって、地方独自の教育費に対する支援は少子化対策に資する可能性がある。 
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巻末付表 1 基本統計量 

 

 

 

  

変数名 観測数 平均 標準偏差 最小値 中央値 最大値

分析年度：2010年・2015年
児童1人当たり児童福祉費単独（百万円/人） 3460 0.18 0.12 0.01 0.15 1.68
住民１人当たり一般財源等（百万円/人） 3460 0.48 0.36 0.19 0.35 4.21
女性労働力率（％） 3460 48.68 5.10 26.72 49.06 84.48
共働き率（％） 3460 29.92 6.96 2.74 29.56 68.56
持ち家世帯比率（％） 3460 73.39 12.63 13.97 74.59 97.63
年少老年人口比率 3460 0.46 0.20 0.05 0.43 1.53
人口密度（人/km3） 3460 1053.16 2473.49 1.58 206.76 22380.25
第一次就業者比率（％） 3460 11.21 10.44 0.02 8.13 77.02
CPI地域差指数 3460 99.53 2.01 96.40 99.20 106.80
財政力指数　※2015年のみ 1730 49.62 28.23 5 44 209
人口集中地区(DID)人口（人）　※2015年のみ 1730 49758.93 178642.90 0 0 3630111

分析年度：2013〜2017年
出生率（GFR）（‰） 8650 45.04 10.79 0.00 44.42 180.56
子どもの人口移動率（％） 8650 0.37 2.87 -30.00 0.17 69.23
児童1人当たり児童福祉費単独（百万円/人） 8650 0.20 0.15 0.01 0.17 2.92
児童1人当たり児童福祉費補助（百万円/人） 8650 0.26 0.13 0.00 0.24 3.45
納税者当たり課税対象所得（百万円/人） 8650 2828.65 548.24 1938.97 2732.76 12667.02
地価（千円/m3） 8650 22.72 46.62 0.31 9.87 365.25
女性賃金（千円/人) 8650 235.57 22.70 191.02 231.89 307.77
大学進学率（％） 8650 29.51 24.89 0.00 28.66 100.00
人口密度（人/km3） 8650 1062.60 2494.83 1.48 206.70 22068.49
30-49歳の人口移動率（％） 8650 -0.14 1.41 -19.09 -0.16 34.35
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巻末付図 1 児童福祉費単独の地域差（都道府県別） 

 

 

 

 

 
(出所) 2018 年度総務省「地方財政状況調査（市町村分）」及び「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び
世帯数」、内閣府「県民経済計算」。 
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巻末付図 2 児童福祉費単独の水準と財政力指標の相関図 

 

 

 
(出所) 2015 年度総務省「地方財政状況調査（市町村分）」及び「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及
び世帯数」。 


